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長野県のひきこもり支援の現状と課題
－市町村への実態調査結果より－
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目的：ひきこもり支援センターの開設を検討するにあたり、長野県の各市町村でどのようなひきこもり支
援が実施されているのかを把握し、不足している支援について探り、今後の支援施策をたてるための基礎
資料とする。
方法：長野県の全市町村を対象に平成２１年１１月に調査を行い、８０市町村から回答を得た（回収率１００％）。
結果と考察：保健師、相談員などによる面接相談、電話相談、訪問支援は、対応可能な市町村が約９割に
及ぶことが明らかとされ、ひきこもりに関する相談の一次的な窓口機能を市町村が果たしていると考えら
れた。一方、医師による精神保健福祉相談や家族教室、デイケア・グループ・居場所の設置といった支援
は、市町村単独で行うことは困難な状況にあり、保健所単位でひきこもり支援センターが技術援助しなが
らバックアップしていく必要が見出された。

Key words： ひきこもり（social withdrawal）、ひきこもり地域支援センター（Hikikomori Support 
Center）、地域精神保健（community mental health）、市町村（local government）

Ⅰ．は じ め に 

　ひきこもりとは、「様々な要因の結果として社会的
参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家
庭外での交遊など）を回避し、原則的には６ヶ月以上
にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態（他者
と交わらない形での外出をしていてもよい）を指す現
象概念である。なお、ひきこもりは原則として統合失
調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこもり状態
とは一線を画した非精神病性の現象とするが、実際に
は確定診断がなされる前の統合失調症が含まれている
可能性は低くないことに留意すべきである」と厚生労

働省から出された新しいガイドライン1)では定義され
ている。ひきこもり状態にある若者がいる世帯は、本
邦の疫学調査の結果によると、全世帯数の０．５６％にあ
たり、全国推計では約２６万世帯といわれている2)。
　厚生労働省は平成２１年度から「ひきこもり地域支援
センター」の設置を都道府県や政令市に進めている。
このセンターには、ひきこもり支援コーディネーター
を配置し、①一次的な相談窓口機能、②関係機関との
連携、③情報発信といった３つの機能を有することが
求められている。長野県では、２０１０年４月１日より精
神保健福祉センター内に、「長野県ひきこもり支援セ
ンター」が設置され、コーディネーターは精神保健福
祉センターの思春期精神保健対策事業の職員が２名兼
務している。（２０１０年１１月２２日受付、２０１１年３月２２日受理）
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　このような支援センターの設置やネットワーク構築
は重要な課題ではあるが、それだけで各地で有効な支
援が展開できるとは考えにくい3)。特に面積が広く、
市町村の数も多い本県において、１箇所しかないひき
こもり支援センターが効果的に機能するには、市町村
との連携体制の構築が必須であると考えられる。しか
しながら、市町村ごとにひきこもりに特化した支援体
制を新たに構築することは現状では困難な状況である
と思われる。２００３年に出された「１０代、２０代を中心と
した「ひきこもり」をめぐる地域精神保健活動のガイ
ドライン」4)では、ひきこもりを精神保健の問題の１
つと捉え、地域の精神保健福祉システムの枠組みの中
で、精神保健福祉センターや保健所注̍）・市町村と
いった公的機関においていかに対応していくべきか指
針が示されていた。
　ひきこもり地域支援センターを平成２１年度に設置し
た他県を例にとると、山口県では精神保健福祉セン
ターにひきこもり地域支援センターを設置し、各保健
所をその圏域ごとのサテライトと位置づけ、保健所を
中心としたシステムを構築している5)。鳥取県では、
ひきこもり地域支援センターの事業をNPO法人に委
託し、相談支援と社会参加促進を行っており、精神保
健福祉センターは連絡会の開催など、ネットワークの
構築に務めている6)。以上のように、それぞれの自治
体の状況により、ひきこもり地域支援センターの有り
方は様々である。
　長野県では、市町村によって人口や世代分布は基よ
り、相談機関や支援者数といった社会的資源は大きく
異なっている。よって、市町村単位で既に取り組んで
いる支援、圏域単位で取り組むべき支援、ひきこもり
地域支援センターで行うべき支援について明確にする
ための基礎調査をおこなうことは重要であると考えた。
そこで、ひきこもりに関する支援の実態を把握するこ
とと、これから支援の充実を図ろうとする場合、どの
ような情報、サービス、資源が必要かを把握すること
を目的に調査を行った。

Ⅱ．方 法 

A　調査方法と対象

　平成２１年１１月に長野県衛生部健康づくり支援課を通
じて、長野県の全市町村（８０市町村：平成２１年当時）
のひきこもり対策事務担当宛に調査依頼した。調査の

回収は平成２１年１２月中に行い、記入漏れがあった場合
には、調査回答者宛に電話連絡し、口頭で状況を確認
しながら回答を求めた。調査票の回収率は１００％で
あった。
B　調査内容

　本調査におけるひきこもりの定義には、ガイドライ
ン1)と同様の定義を用い、概念の統一を図るため調査
用紙のフェイスシートに記載した。
１．調査項目
　平成２０年度のひきこもりに関する支援状況について
以下の内容で回答を求めた。
ᾇ　平成２０年度に行った支援の実績：①面接相談、②
デイケア・グループ、③訪問、④電話による相談、
⑤電子メールによる相談の支援延べ件数を尋ねた。
⑵　平成２０年度のひきこもり当事者支援の対応状況：
①医師による精神保健福祉相談、②保健師、相談員
などによる面接相談、③電話による相談、④手紙、
メールによる相談に分けて尋ねた。平成２０年度中に
ひきこもりに関する相談自体がなかった市町村もあ
るため、回答は４項目とし、相談形態ごとに、①相
談対応しており且つ実際に相談が来た、②相談対応
しているが相談が来なかった、③相談対応していな
いが今後対応したいと考えている、④相談対応して
おらず今後も対応は難しい、を設けた。
ᾉ　ひきこもりの本人あるいは、ひきこもり状態を脱
しつつある方が参加できるグループ活動やデイケア、
居場所の平成２０年度の対応状況について：回答は３
項目とし、①実施している、②実施していないが今
後実施したい、③実施しておらず今後も実施は難し
い、を設けた。
ᾊ　平成２０年度のひきこもりの訪問支援の対応状況：
回答は４項目とし、①対応しており且つ実績がある、
②対応しているが実績はない、③対応していないが
今後対応したいと考えている、④対応しておらず今
後も対応は難しい、を設けた。
ᾋ　その他、ひきこもりに関する講演会、家族教室、
ケース会議の開催や普及啓発等について：平成２０年
度中の開催の有無を尋ねた。
ᾌ　ひきこもりの事例に関与した際の連携先：①保健
所、②精神保健福祉センター、③地域若者サポート
ステーション、④若者自立塾、⑤子どもサポートセ
ンター、⑥家族会、⑦その他、から複数回答を求め

注１）平成２１年４月から長野県の保健所は福祉事務所と統合し保健福祉事務所となったが、本研究は平成２０年度の状況につ
いて調査しているため、表記を保健所で統一した。
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た。
ᾍ　ひきこもり支援を実施するために必要なバック
アップ、意見・要望について：自由記述で回答を求
めた。

２．解析方法
　平成２０年度中の支援延べ件数は合計値を算出した。
市町村における支援の対応状況については、記述統計
量として頻度とその割合注̎）を算出した。

Ⅲ．結 果 

１．平成２０年度のひきこもりに関する支援の実績につ

いて

　平成２０年度にひきこもりに関する相談を受けた市町
村数は５６であり、全体の７０．０％であった。平成２０年度
の支援延べ件数を表１にまとめた。支援延べ件数のう
ち、訪問支援が一番多かった（５８３件）。次いで面接
（４６４件）、電話相談（４６０件）の順であった。
２．平成２０年度のひきこもり当事者支援の対応状況に

ついて

　市町村におけるひきこもり当事者への相談支援の対
応状況を示した（表２）。医師による精神保健福祉相
談は、５０市町村（６２．５％）で対応しておらず、３０市町
村（３７．５％）で対応していた。保健師、相談員などに
よる面接相談は、平成２０年度中の相談の有無は別とし
て、対応している市町村は７１市町村（８８．８％）に及ん
だ。電話による相談は、７２市町村（９０．０％）で対応可
能な状況であった。手紙やメールによる相談は、過去
にそのような相談はあまり来ていないが、実際にその
ような場面があれば対応可能である状況が分かった。

　現在対応しておらず、今後も対応が難しいという回
答が一番多かったのは、医師による精神保健福祉相談
であった。
３．自治体の規模別のひきこもり支援状況について

　自治体の規模によって、保健師や相談員の人数、ひ
きこもり支援に関わる予算等が異なると想定されるた
め、市・町・村ごとの支援状況を示した。医師による
精神保健福祉相談（表３）、保健師・相談員などによ
る面接相談（表４）、電話相談（表５）とした。
　医師による精神保健福祉相談に対応している割合が
最も多いのは、市（１０市：５２．６％）であり、次いで町
（１０町：４０．０％）、村（１０村：２７．８％）の順であった。
保健師・相談員などによる面接相談は、全ての市（１９
市）で対応可能な状況であった。また、町（２０町：
８０．０％）、村（３２村：８８．９％）に関しても、多くが対
応可能な状況にあった。電話相談に関しては、１７市
（８９．５％）、２３町（９２．０％）、３２村（８８．９％）で対応可
能な状況にあった。
４．ひきこもり当事者のグループ活動やデイケア、居

場所の状況について

　グループ活動、デイケア、居場所の設置状況を表６
にまとめた。平成２０年度に、ひきこもり専門のグルー
プ活動、デイケア、居場所を実施しているのは３市町
村（３．８％）であった。また、精神障害などのデイケ
アやグループ活動に、ひきこもり当事者が参加を希望
した場合に対応ができる状況にあるのは３３市町村
（４２．３％）にのぼった。その他に回答した自治体の中
には、憩いの家（日中の居場所や活動場所）を活用し
ているところもあった。

表１　平成２０年度の市町村におけるひきこもりに関する支援延べ件数

合計メール（％）電話（％）訪問（％）デイケア、
グループ（％）面接（％）

１７３０４（０．２）４６０（２６．６）５８３（３３．７）２１９（１２．７）４６４（２６．８）支援延べ件数

表２　ひきこもり当事者の相談支援対応状況（ｎ＝８０）

合計
対応していない

合計
対応している

相談形態 対応は難しい今後対応したい相談なし相談あり
（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数

６２．５５０４７．５３８１５．０１２３７．５３０２６．３２１１１．３９医師による
精神保健福祉相談

１１．３９３．８３７．５６８８．８７１３６．３２９５２．５４２保健師、相談員などによる
面接相談

１０．０８２．５２７．５６９０．０７２５５．０４４３５．０２８電話による相談
２１．３１７１０．０８１１．３９７８．８６３６６．３５３１２．５１０手紙、メールによる相談

注２）　各表の割合（％）は、小数点以下第２位で四捨五入した。そのため％の合計値が１００にならない項目もある。
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５．ひきこもりの訪問支援について

　訪問支援の対応状況について表７に示した。訪問に
ついては、対応している市町村が７３（９１．３％）に達す
ることが今回の調査で明らかとなった。現在対応して
いない７市町村中、６市町村は今後対応したいと回答
していた。
　訪問者の職種は、平成２０年度に訪問支援の実績が
あった自治体が複数回答で記入をおこなった結果であ
るが、保健師（４４自治体）が圧倒的に多く、次いで社
会福祉士（３自治体）や精神保健福祉士（２自治体）
の順であった。この他、教育相談員、教員、心理士、
看護師が訪問を行っている自治体もあった。
６．その他の支援について

　市町村単独で行っている事業の有無を示した（表
８）。その中で、「ひきこもりケースについての関係機
関との会議」（２１自治体（全市町村の２６．３％）が最も
多かった。次いで、「ひきこもりに関する情報の広報
等への掲載」と「家族主体の家族会や家族のつどいへ
の職員の協力や場所の提供」（各 １々２自治体）につい
ては、１５．０％の市町村に留まった。「家族教室・勉強
会」（９自治体（１１．３％））や「講演会」（７自治体
（８．８％））を行っている市町村は少なかった。

７．ひきこもり支援における連携先について

　ひきこもり事例に関与した時の連携先は、保健所６１
件（全市町村の７６．３％）、精神保健福祉センター４２件
（５２．５％）、地域若者サポートステーション２２件
（２７．５％）、若者自立塾１５件（１８．８％）、子どもサポー
トセンター１６件（２０．０％）、家族会１６件（２０．０％）で
あった。その他の連携先として、障害者総合支援セン
ター、医療機関が各々９件（１１．３％）だった。
８．ひきこもり支援を実施するために必要なバック

アップ、意見・要望について

ᾇ　ひきこもり専門のグループについて：「保健所や
精神保健福祉センターから専門職を派遣して欲しい」、
「把握している対象者が少ないため実施は難しい。対
象者への周知・抽出の検討が必要」といった要望や意
見があった。
⑵　家族教室や勉強会の運営：「広域的・複数の町村
の共催などで実施できると効果的と考える」、「家族教
室の運営に対し技術援助があれば実施したい」といっ
た意見や要望が寄せられた。その他として、「相談窓
口（就労支援、福祉制度、精神保健、教育委員会等）
が多岐にわたり、実態およびニーズの把握が難しい」
という意見もあった。

表３　自治体の規模別の医師による精神保健福祉相談の対応状況

合計
対応していない

合計
対応している

市町村数区分 対応は難しい今後対応したい相談なし相談あり
（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数

４７．４９３６．８７１０．５２５２．６１０２６．３５２６．３５１９市
６０．０１５４８．０１２１２．０３４０．０１０３２．０８８．０２２５町
７２．２２６５２．８１９１９．４７２７．８１０２２．２８５．６２３６村

表４　自治体の規模別の保健師・相談員などによる面接相談の対応状況

合計
対応していない

合計
対応している

市町村数区分 対応は難しい今後対応したい相談なし相談あり
（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数

００００００１００１９３１．６６６８．４１３１９市
２０．０５８．０２１２．０３８０．０２０２４．０６５６．０１４２５町
１１．１４２．８１８．３３８８．９３２４７．２１７４１．７１５３６村

表５　自治体の規模別の電話相談の対応状況

合計
対応していない

合計
対応している

市町村数区分 対応は難しい今後対応したい相談なし相談あり
（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数

１０．５２００１０．５２８９．５１７４７．４９４２．１８１９市
８．０２００８．０２９２．０２３６０．０１５３２．０８２５町
１１．１４５．６２５．６２８８．９３２５５．６２０３３．３１２３６村
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Ⅳ．考 察 

１．市町村におけるひきこもり支援の現状

　本調査によると、平成２０年度に長野県でひきこもり
の相談を受けた市町村は全体の７割だった。面接相談、
電話相談、訪問支援について、市町村の保健師や相談
員による支援は、支援を希望する当事者がいた場合、
約９割の市町村で対応でき、一次的な窓口機能を担っ
ていた。特に、電話相談に関しては、自治体の規模に
よる違いはなく、どのような自治体でも取り組みやす
いと考えられる。
　医師による精神保健福祉相談を実施している市町村
は全体の４割に満たなかった。市と比べ、町や村にお
いて医師が対応している割合が低く、人材の確保の観
点から町村単独では困難な状況にあると推察された。
このことから医師による相談は、保健所で実施してい
る精神科医による精神保健福祉相談の活用が現実的で
あると考えられる。
　更に、ひきこもり専門のグループや居場所の設置は、

市町村単独では１割に満たなかった。ただし、市町村
に既存のデイケア等を活用できる可能性も示唆された。
新たにひきこもりのサービスの構築が難しい場合、当
事者や家族のニーズを把握し、他の援助方法を工夫し、
実際に試行錯誤しながら修正や改善を加えることで、
ひきこもり独自の援助方法が確立していくと考えられ
る7)。
　家族教室・勉強会、講演会の事業も実施率は低く、
市町村単独の開催は困難な状況だった。ひきこもりの
家族教室の有効性を検証した辻本ら8)によれば、精神
保健福祉センターだけでなく、保健所や市町村といっ
た公的機関での継続実施が望ましいとしている。人的
資源に余裕のない町村が単独で家族教室事業を実施す
るのが困難であれば、ひきこもり支援センターと保健
所が協力し、広域で実施することが現実的であると考
えられる。平成２２年度は保健所と長野県ひきこもり支
援センターの協力で、４箇所の圏域でひきこもり家族
教室を実施できている。
　ひきこもり支援に取り組むに当たり、「対象者の把

表６　グループ活動、デイケア、居場所の設置状況（ｎ＝８０）

実施していない実施している
支援内容 実施は難しい今後実施したい

（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数

８５．０６８１１．３９３．８３ひきこもり専門のグループ活動、デイケア、
居場所

３４．６２７２３．１１８４２．３３３精神障害など、他の障害と合同のグループ
活動、デイケア、居場所注̏）

注３：ひきこもり専門のグループ等を実施している２つの市町村からは、ひきこもりの事例には他のグルー
プ利用を勧めないという回答を得た。よって割合（％）は、７８市町村分で算出している。

表７　訪問支援の対応状況（ｎ＝８０）

合計
対応していない

合計
対応している

対応は難しい今後対応したい実績無し実績有り
（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数（％）自治体数

８．８７１．３１７．５６９１．３７３３２．５２６５８．８４７

表８　その他のひきこもり支援の実施状況（ｎ＝８０）

実施していない実施している
支援内容

（％）自治体数（％）自治体数

７３．８５９２６．３２１ひきこもりケースについての関係機関との会議
８５．０６８１５．０１２家族主体の家族会や家族のつどいへの、職員の協力や場所の提供
８５．０６８１５．０１２ひきこもりに関する情報の広報等への掲載
８８．８７１１１．３９市町村主体の家族教室や勉強会
９１．３７３８．８７市町村主体の家族向けの講演会
９１．３７３８．８７その他
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１）厚生労働省：ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン．厚生労働科学研究（こころの健康科学研究事業）「思春
期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究」（主任研究
者：齊藤万比古）平成１９～２１年度総合研究報告書：２０１０．

２）小山明日香，三宅由子，立森久照，他：地域疫学調査による「ひきこもり」の実態と精神医学的診断について．厚生労

握が難しい」という問題をあげる市町村もあり、ひき
こもりの相談ができる先を住民へ周知することが課題
となる。平成１９年度の市町村におけるこころの健康づ
くり事業について調査した結果9)によると、広報等へ
のこころの健康に関する情報の掲載による普及啓発は、
長野県全体の５３．１％の市町村で実施されていた。今回
の調査では、ひきこもりに関する情報は、１５．０％の市
町村で広報に掲載されるに留まった。相談の掘り起こ
しという視点に立つと、身近な情報源としての広報の
普及啓発が、市町村で実施しやすい取り組みの１つで
あると考えられ、今後活用が期待される。
２．ひきこもり支援における連携

　市町村の連携先として一番多かったのは保健所で、
次いで精神保健福祉センターであった。長野県は広く、
所在地によって連携しやすい機関に相違がみられるた
め、各圏域にあり地域の精神保健の要である保健所の
役割は重要であると考えられる。地域若者サポートス
テーションを連携先としてあげる市町村も約３割あっ
た。地域若者サポートステーションとは、若者の自立
支援の機関として厚生労働省が事業委託している団体
であり、長野県では、塩尻市・上田市・長野市の３箇
所に設置されている。
　連携先として医療機関も重要である。家族だけが医
療機関を受診するケースもあるため、家族のみでも利
用できる身近な相談先を医療機関が紹介できるよう、
更に情報提供していく必要がある。当センターでは、
ひきこもりの家族向けに「ひきこもりサポートブッ
ク」を発行しており、相談機関の一覧や家族対応につ
いて簡潔にまとめている。こういった冊子を活用し、
効果的にひきこもり支援の情報を周知することが今後
の課題となる。
３．ひきこもり支援センターの役割

　市町村のひきこもり支援実施に必要なバックアップ
を尋ねた結果、「専門職の派遣」、「技術援助」等が挙
げられた。また、市町村単独で実施が困難な事業は広
域での実施を望む意見もあった。長野県は「ひきこも
り地域支援センター」を精神保健福祉センター内に設

置しており、上記のような要望を叶えるには、精神保
健福祉センターの従来からの機能を十分に活かすこと
が効果的であると考えられる。具体的には、地域で直
接支援を行っている関係者への教育研修や技術援助の
充実、保健所を核とした相談事業や家族教室の実施、
関係者の連携を強化するための会議の開催等である。
　近年の調査研究10,11)によると、ひきこもりの背景に
精神疾患や発達障害が認められるケースが、ある一定
の割合で存在することが指摘されており、相談を受け
る者が精神保健の知識を持つことは重要である。本調
査結果より、長野県では保健師・相談員らによる支援
は約９割の市町村で対応可能な状況であることから、
相談者にとってより身近な地域で支援が受けられる可
能性が高い。保健師は、全ての自治体に配置されてお
り、地域精神保健活動の担い手であることから、ひき
こもり支援においても重要な役割が期待される。
　ひきこもり経験者らに対し「ひきこもり地域支援セ
ンター」に望む支援について調査した結果12)によると、
面接によるものが約７０％、電話やメールによるものが
約４０％であった。一方、訪問支援を望むものは２０％未
満であった。ひきこもり経験者への調査結果から、家
庭外での面接といった直接的な方法での支援を当事者
が望む可能性は高いと考えられる。県内に１箇所のひ
きこもり支援センターでは、全ての相談ケースに直接
的かつ継続的な支援を果たすことは難しいため、地域
における社会資源を把握し、相談者や関係者に情報提
供できるようにすることが重要である。よって今後も
調査を定期的に実施し、地域の情報を収集するととも
に、市町村からのニーズの把握も継続し、ひきこもり
支援センターの役割について検討することが大切であ
る。

Ⅴ．謝 辞 

　本調査にご協力いただいた、市町村の関係各位に感
謝申し上げます。



長野県の市町村におけるひきこもり支援

No. 2, 2011 117

働科学研究（こころの健康科学研究事業）「こころの健康についての疫学調査に関する研究」（主任研究者：川上憲人）
総合研究報告書：９３　１０１，２００７．

３）近藤直司：ひきこもりケースを地域で支援するために－精神保健福祉活動の現状と課題－．月刊地域保健６：２４　
３１，２０１０．

４）厚生労働省：１０代・２０代を中心とした「ひきこもり」をめぐる地域精神保健活動のガイドライン－精神保健福祉セン
ター・保健所・市町村でどのように対応するか・援助するか－．厚生労働科学研究（こころの健康科学研究事業）「地
域精神保健活動における介入のあり方に関する研究」（主任研究者：伊藤順一郎）：２００３．

５）松原紫，河野通英：山口県における社会的ひきこもり支援について．平成２１年度全国精神保健福祉センター長会会報
５０：１０８　１０９，２０１０．

６）原田豊，大塚月子，川口栄，他：鳥取県におけるひきこもりの現状と課題～精神保健福祉センターと「ひきこもり生活
支援センター」の連携と役割．平成２１年度全国精神保健福祉センター長会会報５０：１０６　１０７，２０１０．

７）長谷川俊雄：「引きこもり」問題への社会的支援の課題．引きこもりの理解と援助（近藤直司，長谷川俊雄），pp.１８３　
２０８，萌文社，１９９９．

８）辻本哲士，辻元宏：社会的ひきこもり家族教室に関するアンケート調査．精神医５０：１００５　１０１３，２００８．
９）高橋明日香，小泉典章，出澤総子，他：長野県市町村におけるこころの健康づくり事業の実態－平成２０年度実施調査よ
り－．信州公衆誌３：５３　６４，２００９．

１０）近藤直司，小林真理子，宮沢久江，他：発達障害と社会的ひきこもり．障害者問題研３７：２１　２９，２００９．
１１）近藤直司，清田吉和，北端裕司，他：思春期ひきこもりにおける精神医学的障害の実態把握に関する研究．厚生労働科

学研究（こころの健康科学研究事業）「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助
システムの構築に関する研究」（主任研究者：齊藤万比古）平成２１年度総括・分担研究報告書，２０１０．

１２）境泉洋，川原一紗，木下龍三，他：「ひきこもり地域支援センター（仮称）」に望む支援．「引きこもり」の実態に関す
る調査報告書⑥－NPO法人全国引きこもりKHJ親の会における実態－，徳島大学総合科学部境研究室，２００９．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




